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選挙管理委員会事務局長 榎本章一    教育政策部長 今野美香 

                      （計１５人） 

欠席者職氏名  

説明員職氏名 

【付議】 

１、２ 福祉部長 中村修 

３～６ 子ども・健康部長 近藤政雄 

７～９ 教育政策部長 今野美香 

10、11 上下水道部長 山崎仁 

【報告】 

１   市民生活部長 松井俊之 

議 題 

【付議】 

１ 志木市重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例

について    

２ 志木市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改

正する条例について 

３ 「志木地区児童センター整備基本計画（素案）」に対する意

見公募手続の実施について 

４ 志木市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例について 



５ 志木市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例について 

６ 志木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例及び志木市家庭的保育事業等の施

設及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

７ 志木市小中一貫教育推進計画（素案）に係る意見公募手続

きの実施について 

８ 志木市立郷土資料館及び志木市立埋蔵文化財保管センター

の再整備に係る基本方針(素案) に係る意見公募手続きの実

施について 

９ 志木市立秋ケ瀬スポーツセンター等再整備基本方針(素案)

に係る意見公募手続きの実施について 

10 志木市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例について 

11 志木市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

            

【報告】 

１ 「志木市犯罪被害者等支援条例」の基本的な考え方に対す

る意見公募の結果について          

結 果 

【付議】 

１～11 了承 

【報告】 

１   了解 

事務局職員職氏名 秘書課長 小堀 健 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 



開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

 

【付議】 

１ 志木市重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例について（福祉部） 

 ○概要説明：福祉部長 

重度心身障害者手当の月額の見直しをしたいので、志木市重度心身障害者手

当支給条例の一部を改正するものである。 

【改正内容】 

重度心身障害者手当の月額を、現在の８，０００円から５，０００円に見直

し、改正後の手当額を県の障害者生活支援事業の補助基準額と同額にする。 

【施行日】 

公布日 

 

２ 志木市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について

（福祉部） 

 ○概要説明：福祉部長  

重度心身障害者医療費支給における住所地特例の対象施設の見直し等をした

いので、志木市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正するも

のである。 

【改正内容】 

   障害者総合支援法の改正により、住所地特例の対象として、新たに介護保険

施設等が追加され、埼玉県内の市町村においては一律で適用とする旨、埼玉県

から通知されたことに伴い条例の改正を行う。 

【施行日】 

公布日。ただし、令和５年４月１日以降に該当施設へ入所または入居すると

ともに、施設のある市町村へ住民登録を変更した場合に適用。 

 

３ 「志木地区児童センター整備基本計画（素案）」に対する意見公募手続の実施に

ついて（子ども・健康部） 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

志木地区への新たな児童センターの整備に向け、「志木地区児童センター整備基

本計画」を策定するにあたり、本計画の政策形成過程における市民参加の機会を



確保するため、志木市意見公募手続条例に基づき、一定期間意見公募を実施する

ものである。 

【計画の概要】 

志木地区に新たな児童センターを整備するにあたり、整備の基本方針や各機

能の整備方針を示すものである。 

【案件名】 

志木地区児童センター整備基本計画 

【募集期間】 

令和６年１月１９日（金）から２月１９日（月）まで 

【閲覧場所及び市民意見シートの配付場所】 

・市ホームページ、子ども支援課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前

仮出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、い

ろは遊学図書館、健康増進センター、児童センター、いろは子育て支援セン

ター、西原子育て支援センター、宗岡子育て支援センター、子育て支援セン

ターぷちまある 

【意見の提出方法】 

子ども支援課へ直接持参、郵便、FAX、メール、市ホームページや市公式 LINE 

 

４ 志木市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いて（子ども・健康部） 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、ひとり親家庭等医療費の支給の見

直しをしたいので、改正するものである。 

【改正内容】 

課税者である保護者が受診した場合のみ、1医療機関ごとに、自己負担金の支

払いが必要だが、それを撤廃するものである。 

※非課税者、薬局分、治療用装具分は自己負担金免除 

※入院：1,200円/日 通院：1,000円/月 

【施行日】 

令和６年７月１日 

 

５ 志木市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について（子ど

も・健康部） 



 ○概要説明：子ども・健康部長 

埼玉県が、市町村による子育て支援の充実を前提に、乳幼児医療費支給事業補

助金の対象年齢の引き上げと所得制限を撤廃することに伴い、子ども医療費の支

給の対象範囲の見直し等をしたいので、改正するものである。 

【改正内容】 

（１）子育て支援の充実を図るため、医療費（通院分）の助成対象を１８歳年 

度末まで拡大 

（２）市税等の未納による適用除外を撤廃 

【施行日】 

令和６年６月１日（適用除外の撤廃に係る改正） 

令和６年７月１日（助成対象拡大に係る改正） 

 

６ 志木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例及び志木市家庭的保育事業等の施設及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正（子ども・健康部） 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」及び「家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されたため、条例の

一部を改正するもの。 

【改正内容】 

（１）志木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正 

・こども家庭庁の設置に伴い、保育の内容に関する指針を定める者が厚 

生労働大臣から内閣総理大臣に変更されたため、所要の文言整理行う。 

・引用条項の項のずれを改める。 

（２）志木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正 

・こども家庭庁の設置に伴い、保育の内容に関する指針を定める者が厚 

生労働大臣から内閣総理大臣に変更されたため、所要の文言整理行う。  

【施行日】 

   公布の日 

 

 



７ 志木市小中一貫教育推進計画（素案）に係る意見公募手続きの実施について（教

育政策部） 

 ○概要説明：教育政策部長 

令和７年度から市内すべての小・中学校において、小中一貫教育を導入するた

め、志木市小中一貫教育推進計画を策定する。策定にあたり、同推進計画の政策

形成過程における市民参加の機会を確保するため、志木市意見公募手続条例に基

づき、一定期間意見公募を実施するものである。 

【募集期間】 

令和６年１月１９日（金）～２月１９日（月） 

【閲覧場所及び市民意見シートの配布場所】 

学校教育課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前仮出張所、いろは遊学

館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、市ホー

ムページ 

【意見公募の提出方法】 

○学校教育課に持参、郵送、FAX、メール 

○市ホームページ上に設けた専用フォーム、市公式 LINE 

 

８ 志木市立郷土資料館及び志木市立埋蔵文化財保管センターの再整備 に係る基

本方針（素案）に係る意見公募手続きの実施について（教育政策部） 

 ○概要説明：教育政策部長 

志木市公共施設等マネジメント戦略に基づき、郷土資料館と埋蔵文化財保管セ

ンターを複合化し、市民と共に郷土資料を総合的に保存・活用するための拠点施

設として再整備しようとするものである。 

同基本方針の政策形成過程における市民参加の機会を確保するために志木市意

見公募手続条例に基づき、一定期間意見公募を実施するものである。 

【募集期間】 

令和６年１月１９日(金)～令和６年２月１９日(月) 

【閲覧場所及び市民意見シートの配布場所】 

生涯学習課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前仮出張所、いろは遊学

館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、郷土資

料館、埋蔵文化財保管センター、市ホームページ 

【意見の提出方法】 

○生涯学習課に直接持参、郵送、ＦＡＸ、メール 



○市ホームページ上に設けた専用フォーム、市公式 LINE 

 

９ 志木市立秋ケ瀬スポーツセンター等再整備基本方針（素案）に係る意見公募手

続きの実施について（教育政策部） 

 ○概要説明：教育政策部長 

志木市立秋ケ瀬スポーツセンターは、新耐震基準以前である昭和４８年１０月

に建設され、老朽化し、耐震性能も不足していることから、志木市公共施設等マ

ネジメント戦略に基づき、市民のスポーツ振興と地域コミュニティの向上を目的

として整備するものである。 

同基本方針の政策形成過程における市民参加の機会を確保するために志木市意

見公募手続条例に基づき、一定期間意見公募を実施するものである。 

【募集期間】 

令和６年１月１９日(金)～令和６年２月１９日(月) 

【閲覧場所及び市民意見シートの配布場所】 

生涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬スポーツセンター、市民サービスステーシ

ョン、柳瀬川駅前出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬

川図書館、いろは遊学図書館、市ホームページ 

【意見の提出方法】 

○生涯学習課に直接持参、郵送、ＦＡＸ、メール 

○市ホームページ上に設けた専用フォーム、市公式 LINE 

 

10 志木市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて（上下水道部） 

 ○概要説明：上下水道部長 

地方自治法の改正に伴い、志木市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例（以下「条例」という。）の一部を改正するもの。 

【改正内容】 

地方自治法の改正により、条文が追加されたことに伴い、条例が引用する部分

が繰り下げとなるため、これに対応するもの。 

第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

正する。 

【施行日】 

  令和６年４月１日 



   

11 志木市水道事業給水条例の一部を改正する条例について（上下水道部） 

 ○概要説明：上下水道部長 

水道法等が改正され、令和６年４月に水道行政の所管が厚生労働省から国土交

通省に移管されることから、志木市水道事業給水条例中該当する箇所を改正する

もの。 

【改正内容】 

第７条及び第２９条中 

「～厚生労働省令で定める～」 

  → 「～国土交通省令で定める～」 

移管先 

事業認可、国庫補助等  国土交通省 

   水質基準        環境省 

【施行日】 

令和６年４月１日 

 

【報告】 

１ 「志木市犯罪被害者等支援条例」の基本的な考え方に対する意見公募の結果に

ついて（市民生活部） 

 ○概要説明：市民生活部長 

（１） 意見募集の内容 

「志木市犯罪被害者等支援条例」の基本的な考え方（案）について 

（２） 意見募集期間 

令和５年１２月１日（金）から 

令和６年１月４日（木）まで（３５日間） 

（３） 意見の提出方法 

市民活動推進課へ直接持参、郵送、FAX、メール又は専用フォーム 

（４） 提出された意見  

意見件数 ０件（個人 ０人、団体 ０人） 

【今後の予定】 

市のホームページ及び意見公募の閲覧場所に「意見なし」と公表します。 

（公表場所） 

市ホームページ、市民活動推進課、市民サービスステーション、柳瀬川



駅前仮出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書

館、いろは遊学図書館 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


